
 

- 1 - 

平成２６年 第５回 定例教育委員会 会議録 

 

招集日時 平成２６年５月２０日  午後 ２時００分 

開会日時 平成２６年５月２０日  午後 ２時０１分 

閉会日時 平成２６年５月２０日  午後 ３時３７分 

開催場所 ふじみ野市上福岡図書館２階集会室 

委 員 長 冨 山  章 

教 育 長  朝 倉  孝 

書 記 小 川 正 樹 

委 

員 

出 

席 

状 

況 

席番 氏  名 出席別 議 事 出 席 者 

１ 冨山 章 出 教育部長 西郷 雅美 欠 上 福 岡 図 書 館 長  小 高  浩 行 出 

２ 雪平 定夫 出 総務課長 長澤  均 出 大井中央公民館長 三上 隆夫 出 

３ 冨田信太郎 出 学校教育課長 三宅 雅生  出 上福岡歴史民俗資料館長 坪田 幹男 出 

４ 塩野 好一 出 学校給食課長 原田 準一  出 総務課主幹 新井 操  出 

５  朝倉 孝 出 生涯学習課長 桜井 信枝  出 学校教育課主幹 忽滑谷 敏之 出 

 
  学校給食課主幹 佐藤 友直 出 

    

傍聴人数 ０人 

会 議 概 要 

  

委員長 

 (２時３２分) 

     

     

 

 

各委員 

委員長 

各委員 

委員長 

 平成２６年第５回定例教育委員会会議の開会を宣言。 

ただ今から、平成２６年第５回定例教育委員会会議を開催いたします。 

まず始めに、平成２６年第４回定例教育委員会会議録の承認についてでご

ざいます。 

こちらについては、各委員に事前に配られておりますが、何か確認事項等

はございますか。 

（確認事項なし） 

特に無いようですので、この内容で承認してよろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは、定例会及び臨時会の会議録につきましては、この内容で承認と
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

雪平委員 

学校教育課主幹 

 

雪平委員 

委員長 

各委員 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いたします。後ほど、各委員の署名をお願いします。 

次に教育長から報告をお願いします。 

 ・前回の会議で質問のありました予算計上における今年度の重点的な取り

組みについて 

  支援員等－少人数指導支援員から適応指導員まで、教師の教育への集中

力を高めると同時に子供達を多角的な視点から見守ることに

有効。いじめ等対応支援委員は本市独自のもの。 

  ＩＣＴの充実－パソコン台数と予算を示す。ＩＣＴをどのように教育に

活かすかが研究課題となる。 

 ただいま教育長から報告がありましたが、何か確認事項等はございますか。 

 パソコンのＸＰ対応は行われているのでしょうか。 

 子どもの使用するものは既にウインドウズ７となっており、教職員のもの

は今年の３月にウインドウズ８に取替済みです。 

 わかりました。ありがとうございます。 

 他にございますか。 

（質疑無し） 

 よろしいですか。 

 それでは議事に入ります。 

 それでは、本会議に提案されました議事を申し上げます。 

 第３２号議案、「ふじみ野市教育委員会プロジェクト・チーム設置規程を制

定することについて」 

 第３３号議案、「仮称ふじみ野市いじめ防止条例等庁内策定プロジェクト・

チーム設置要綱を制定することについて」 

 第３４号議案、「ふじみ野市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を

改正することについて」 

 第３５号議案、「ふじみ野市立図書館協議会委員を委嘱することについて」 

 第３６号議案、「ふじみ野市公民館運営審議会委員を委嘱することについ

て」 

 報告事項、「平成２５年度ふじみ野市教育委員会の事務に関する点検及び評

価報告書の専決処理に関する報告について」 

 協議事項、「ふじみ野市民生委員推薦会委員の推薦について」 
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委員長 

 

教育長 

委員長 

 

 

 

総務課長 

 

委員長 

 

委員長 

 

教育長 

 

 

 

 

委員長 

冨田委員 

 

 

総務課長 

 

冨田委員 

総務課長 

冨田委員 

教育長 

 

 

 

以上、議案５件、報告事項１件、協議事項１件でございます。 

 それでは、教育長から提案理由をお願いします。 

 議案書に基づき提案理由を説明。 

 つづいて、審議に入ります。  

 始めに、第３２号議案、「ふじみ野市教育委員会プロジェクト・チーム設置

規程を制定することについて」を議題といたします。本議案の説明を、総務

課長よりお願いいたします。 

 次に提案の３３号議案いじめ防止条例等庁内策定プロジェクト・チームを

設置するため、その基本規定を制定するもの。 

 この案件について、各委員の皆様から、ご質問がございましたらお願いし

ます。 

 本日はいじめ防止のプロジェクトチームの設置のためですが、今後想定す

るプロジェクトがありましたら教えてください。 

 今回はいじめ防止プロジェクトで提案しました。今後、教育委員会内部だ

けで処理できない課題が多くなると考えられます。マイナスの事象だけでな

く積極的な政策等について市長部局と調整のうえ達成しなければならないこ

とが増えると考えています。今回はそうした先鞭となるものとして制定させ

ていただきました。 

 その他にございますか。 

 これまでも各課が知恵を出し合い解決することがあったかと思いますが、

今回のプロジェクトチームを作って問題解決に向かう方法は、ふじみ野市と

しては初めての試みになるのでしょうか。 

 市長部局には、同様の規程が既にあり、最近では自治基本条例の制定につ

いてプロジェクトチームが設置されております。 

 教育委員会としては初めてですか。 

 教育委員会としては初めてです。 

 わかりました。 

 今後この手法は、積極的に取り入れていきたいと考えています。学校だけ

あるいは、教育委員会だけで解決できない課題が増えてくると考えられます

ので、市長部局とネットワークを構築して一つの課題に取り組んでいきたい

と考えています。 
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委員長 

各委員 

委員長 

 

各委員 

委員長 

 

 

 

学校教育課主幹 

 

 

 

委員長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

委員長 

雪平委員 

 

 

委員長 

学校教育課主幹 

 

 

委員長 

学校教育課主幹 

 その他にございますか。 

（質疑無し） 

 他に質問がないようですので、お諮りします。 

第３２号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 全員賛成 

 賛成総員と認め、第３２号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 次に、第３３号議案、「仮称ふじみ野市いじめ防止条例等庁内策定プロジェ

クト・チーム設置要綱を制定することについて」を議題といたします。 

 本議案の説明を、学校教育課主幹よりお願いいたします。 

 昨年９月に施行されたいじめ防止対策推進法に基づき市全体としていじめ

防止に取り組むため、条例の制定化、いじめ基本方針の策定、学校における

いじめ基本方針の策定の支援などを目的に全庁横断的に対応するための規

定。 

 この案件について、各委員の皆様から、ご質問がございましたらお願いし

ます。 

 教育委員会で制定する目的は、学校の中でのいじめをどのように防止して

いくのか。その防止のためにこれまでは、学校だけで対応するやり方でした

が、いじめの根本的解決のために大人の問題も含めて市全体として取り組み、

福祉や生涯学習、あるいは人権担当所管の力を借りながら、いじめの問題に

総合的に対応していくためにこのプロジェクトを設置したいと考えていま

す。 

 その他にご質問等ございましたらお願いします。 

 こうしたものを作ることは重要だと思います。行政においては横の連携が

とても求められています。ぜひこれが機能して、学校の子供たち、あるいは

保護者にとって有益なものとなるようによろしくお願いします。 

 これは市の条例制定となるのですか。 

 市が条例や基本方針を定めるものです。教育委員会としては、附属機関と

して規定するものは規定し、学校は基本方針を定めることが必置とされてい

ます。 

 会議の議長、リーダーについてはどのようになるのか教えてください。 

 リーダーの取り決めは３２号議案のプロジェクト・チーム設置要綱に規定
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冨田委員 

 

 

 

 

 

 

委員長 

各委員 

委員長 

 

各委員 

委員長 

 

 

 

総務課長 

 

 

委員長 

 

雪平委員 

総務課長 

 

 

 

雪平委員 

 

 

 

してあり、委員の互選により選ばれることになります。 

 各課横断しての組織はとても良いこととと考えています。いじめの防止は

非常に難しいテーマで子どもの世界に限らす大人の社会にも大なり小なり発

生しており、一切根絶することは困難であると思います。もちろん根絶でき

るに越したことは無いのですが、いじめがあることを前提としたうえで、子

供たちがそのことに対して、どのように心の中で対処していくかも含めて議

論していただきたいと考えます。是非このプロジェクトチームで様々なこと

を話し合い有効に機能されるよう期待しています。 

 他にございますか。 

（質疑無し) 

 他に質問がないようですので、お諮りします。 

第３３号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（全員賛成） 

 賛成総員と認め、第３３号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 次に移ります。第３４号議案、「ふじみ野市私立幼稚園就園奨励費補助金交

付要綱の一部を改正することについて」を議題といたします。本議案の説明

を、総務課長よりお願いいたします。 

 新旧対照表にて説明。国庫補助基本額の改正に伴うものと字句の改正。別

表第１及び別表第２については、国庫補助限度額の増額改正に応じての改正。

その他字句及び様式の一部改正。 

 この案件について、各委員の皆様から、ご質問がございましたらお願いし

ます。 

 増額に応じた予算計上はされているのですか。 

 当初予算査定直前に情報があり、財政課と調整の上、当初予算要求額１億

３千７百万円に約５千万円を上乗せして当初予算に計上してあり増額に対応

できるものとなっております。なお、国庫補助率は３分の１以内となってお

り、市の負担は７割程度となります。 

 執行に問題はないということですね。わかりました。 

 また、具体的な手続きとしては、申請書を幼稚園に提出し幼稚園がまとめ

て市に提出。その後、幼稚園に補助金が交付され保護者に支給されるのです

か。 
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総務課長 

 

委員長 

各委員 

委員長 

 

各委員 

委員長 

 

 

 

上福岡図書館長 

 

委員長 

 

各委員 

委員長 

 

各委員 

委員長 

 

 

 

大井中央公民館長 

 

 

 

 

委員長 

 

各委員 

 そのとおりです。市は幼稚園の設置者が入園料等を減免した場合にその設

置者に補助を交付する制度となっています。 

 その他に質問等はございますか。 

（質疑無し） 

 他に質問がないようですので、お諮りします。第３４号議案は原案のとお

り決定してよろしいでしょうか。 

（全員賛成） 

 賛成総員と認め、第３４号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 続いて、第３５号議案、「ふじみ野市立図書館協議会委員を委嘱することに

ついて」を議題といたします。本議案の説明を、上福岡図書館長よりお願い

いたします。 

 県立ふじみ野高等学校校長の異動に伴い大川勝校長を新たに委嘱するも

の。任期は前任者の残任期間で平成２６年７月２日まで。 

 この案件について、各委員の皆様から、ご質問がございましたらお願いし

ます。 

（質疑無し） 

 特に質問がないようですので、お諮りします。 

第３５号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（全員賛成） 

 賛成総員と認め、第３５号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 最後に、第３６号議案、「ふじみ野市公民館運営審議会委員を委嘱すること

について」を議題といたします。本議案の説明を、大井中央公民館長よりお

願いいたします。 

 任期満了に伴う委嘱。新たな任期は平成２６年６月１日から平成２８年５

月３１日まで２年間。公民館条例第１２条第２項に基づき、１号委員－小中

学校長、２号委員－市内社会教育関係団体代表者、３号委員－学識経験者、

４号委員－家庭教育の活動に資する者。以後名簿に基づき紹介。新規１０名、

継続５名、合計１５名。 

 この案件について、各委員の皆様から、ご質問がございましたらお願いし

ます。 

（質疑無し） 
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委員長 

 

各委員 

委員長 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

雪平委員 

 

 

 

歴史民俗資料館長 

 

 

雪平委員 

 

歴史民俗資料館長 

 

委員長 

冨田委員 

 

 

総務課長 

 特に質問がないようですので、お諮りします。 

第３６号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（全員賛成） 

 賛成総員と認め、第３６号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 報告事項に移ります。報告事項「平成２５年度ふじみ野市教育委員会の事

務に関する点検及び評価報告書の専決処理に関する報告」についての説明を

総務課長よりお願いいたします。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条の規定に基づくもの。

市総合振興計画に位置付けられた行政評価制度、外部評価制度を活用して実

施した。平成２４年度重点施策に位置付けられた６７事業を対象に実施。外

部評価委員会の対象としては文化財の保存活用施策の１１事業を選定。評価

結果は所管課を始め教育委員会各課館において、自らのこととして課題を把

握し次の施策に活かす所存。 

 この案件について、各委員の皆様から、ご質問がございましたらお願いし

ます。 

 外部評価というものは、第３者の視点で見るという意味で良い観点で着目

されていると感じます。２３ページの１９番の「上福岡歴史民俗資料館の目

標が達成されなかった理由には驚きを禁じ得ない。」という意味はどのような

ことなのか教えてください。 

 上福岡歴史民俗資料館と大井郷土資料館でそれぞれで交互に特別展を行っ

ておりますが、その入館者数が目標に達しなかったことに対する外部評価委

員からの厳しい評価です。 

 その他に資料館にエアコンが無いというのは驚きました。今年度はぜひ設

置していただけたらと思います。 

 資料の保存という必要性から毎年エアコン設置の予算要求はしているので

すが、なかなか難しいものがあります。 

 予算立案の際に横の連携を密にしてよろしくお願いします。 

 この外部評価は２４年度の事業についてということで、２６年度のこの時

期に出てくるということですが、もう少し早くご意見をいただくことはでき

ないのでしょうか。 

 まず課長が事務事業評価作成シートを作成し、これに基づき施策ごとに部
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委員長 

総務課長 

委員長 

各委員 

委員長 

 

 

 

総務課長 

 

委員長 

 

雪平委員 

 

委員長 

各委員 

委員長 

 

 

 

 

歴史民俗資料館 

 

 

 

 

 

長が施策評価シートを作成した後、市の評価担当に提出します、次に市長は

じめとする行財政改革推進本部に報告され、そこで外部評価事業の選定が行

われます。その事業を９月から１２月にかけて審議し、評価の公表が１、２

月頃となり私たちの手元に来るのが２、３月という時期になってしまいます。 

 実際の事務事業の中では日常的な評価はどのようにされているのですか。 

 直ぐに改善できるものは見直して事業を進めています。 

 他にご質問はございますか 

（質疑無し） 

 特に質疑等がないようですので、この案件については、これで了承したい

と思います。 

 続きまして、協議事項に移ります。「民生委員推薦会委員の推薦について」

の説明を、総務課長よりお願いいたします。 

 ５月１５日付けで市長から民生委員推薦会委員の推薦がありました。推薦

についてご協議いただきたい。 

 これまでの合併の経緯を踏まえ上福岡地域から１名、大井地域から１名を

推薦している状況です。現在は、私と冨田委員が委員となっています。 

 もしお願いできるのでしたら、経験を活かし継続してお願いできないでし

ょうか。 

 継続しお願いできないかというご意見がありましたが如何でしょうか。 

全員了承 

 それでは、私と冨田委員を「民生委員推薦会委員」に推薦することに決定

します。 

 以上で、議案５件、報告事項１件、協議事項１件の審議を終了いたします

が、ここで、各課から別件で報告をしておくべき事項がありましたらお願い

します。 

 ・「東武東上線駅長、助役さんと歩こう。」東武鉄道１００周年記念事業の

お知らせ、６月７日（土）実施。 

 ありがとうございました。 

 次回の定例教育委員会会議につきましては、平成２６年６月２０日（金）

午後２時００分から、場所は今回と同じ上福岡図書館２階集会室を予定して

おります。 
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各委員 

委員長 

 

 

 

（１５時３７分） 

 なお、傍聴人の数ですが、部屋の規模を考慮し５名までとさせていただき

たいと思いますが、如何でしょうか。 

（各委員了承） 

 それでは、次回教育委員会会議の傍聴人は５名を限度とします。 

 以上で、平成２６年第５回 定例教育委員会会議を閉会いたします。 

 本日は大変お疲れ様でした。 

 

閉会 

  
 


